
避難等の実施避難元

それ以外
の者 ※３

感染者
（重症者）

手
洗
い
・
消
毒
・
マ
ス
ク
の
着
用
・
一
定
の
距
離
確
保
等
の
感
染
予
防
策
を
徹
底

一
時
移
転
等
開
始

バス避難者
等の一時集
結所等 

 密 集 を 避
け、極力分
散して集合。

（例）
・ 一時集結所

等 の 場 所 を
分ける。

・ 集合時間帯
を分ける。

・ 一時集結所
等 の 中 で 別
れ て 集 合 す
る。

避難車両 

 バス等で避難する際は、密集を避け、
極力分散して避難。

（例）
・ 追加車両の準備やピストン輸送等を実施する。
・ マスクを着用し、座席を十分離して着席する。

避難所等 

 感染者（軽症者等）は、そ

れ以外の者とは隔離する

ため、別施設や個室等に

避難。また、密集を避け

る。

避難先

屋内退避 

 自宅等でも、放射性物質
による被ばくを避けること
を優先して屋内退避を実
施し、換気については、屋
内退避の指示が出されて
いる間は原則行わない。 

 指定避難所等で屋内退避
を実施する場合は、密集
を避け、極力分散して退
避。

（例）
・ 避難施設の場所を分ける。
・ 施設内の別部屋に分かれ

て集合する。 

 避難先施設では、密集を

避ける。 

 バス等で避難する際は、密集を避け、
極力分散して避難。

（例）
・ 追加車両の準備やピストン輸送等を実施する。
・ マスクを着用し、座席を十分離して着席する。

避難退域時
検査場所 

 密 集 を 避
け、極力分
散して検査。

（例）
・ 検査場所を

分ける。
・ 検査時間帯

を分ける。
・ 検査場所等

の 中 で 別 れ
て検査する。

感染症指定医療機関等で治療

※１

感染者
（軽症者等） 

※２ 

感染症※1の流行下での UPZ内の防護措置 

 感染症の流行下において原子力災害が発生した場合、感染者や感染の疑いのある者も含め、感染拡大・予防対策を十分考慮した上で、避難や屋

内退避等の各種防護措置を行う。 
 具体的には、 UPZ内の住民が一時移転等を行う場合には、その過程（避難車両等）又は避難先（避難所等）などにおける感染拡大を防ぐため、感染

者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の感染対策を実施する。 
 自宅等で屋内退避を行う場合には、放射性物質による被ばくを避けることを優先して屋内退避を実施し、換気については、屋内退避の指示が出され

ている間は原則行わないこととする。また、自然災害により指定避難所等で屋内退避する場合は、密集を避け、極力分散して退避することとし、これ

が困難な場合には、市町が開設する近隣の別の指定避難所等や、あらかじめ定められている UPZ外の避難先へ避難する。 
 原子力災害の発生状況、感染拡大の状況及び避難車両や避難所等の確保状況など、その時々の状況に応じて、車両や避難所を分ける、又は同じ

車両や避難所内で距離や離隔を保つなど、柔軟に対応する。

＜感染症（新型インフルエンザ等）の流行下での原子力災害が発生した場合（ UPZ）＞

Ｕ
Ｐ
Ｚ
内
の
住
民

新型インフルエンザ等対策特別措置法第二条第一項に定める新型インフルエンザ等を指す。
※２ 軽症者等とは、入院治療が必要ない無症状病原体保有者及び軽症患者のこと。
※３ 濃厚接触者、発熱者等の感染の疑いのある者、又はそれ以外の者は、可能な限りそれぞれ別々に避難（車両、避難所等）する。
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他の地方公共団体からの応援計画 

 原子力災害又は地震、津波との複合災害が発生した場合、国からの支援のほか、愛媛県及び山口
県に対する関係地方公共団体からの支援策として、 9つの応援協定等が締結されている。

㋐愛媛県と山口県の確認事項について
（平成 24年 3月 1日）

【応援内容】

①連絡通報について
②情報交換会の開催等について
③愛媛県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰへの山口県職員の受入れ
について

④原発事故により愛媛県から避難される方々
の受入れについて

㋐愛媛県と大分県の確認事項について
（平成 23年 9月 1日）

【応援内容】

①連絡通報について
②情報交換会の開催等について
③愛媛県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰへの大分県職員の受入れ
について

④原発事故により愛媛県から避難される方々
の受入れについて

㋑中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に
関する協定（平成 24年 3月 1日）

【対象】

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、
香川県、愛媛県、高知県
【応援内容】

①食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資
機材の提供

②被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要
な物資及び資機材の提供

③避難、救援、消火、救急活動等に必要な車両、舟艇及
び航空機の派遣及びあっ旋並びに資機材の提供

④医療、救援、応急復旧等に必要な医療職、技術職、技
能職等の職員の派遣

⑤避難者を受け入れるための施設の提供
⑥前各号に定めるもののほか特に要請のあった事項

㋐危機事象発生時の四国４県広域応援に
関する基本協定（平成 19年 2月 5日）

【対象】

徳島県、香川県、愛媛県、高知県
【応援内容】

①物資及び資機材の提供
②施設、設備及び機器の使用又は貸与
③職員の派遣
④試験検査等の実施その他の役務の提供
⑤前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった
事項

㋑
㋒

㋓原子力災害時の相互応援に関する協定
（平成 13年 1月 31日）

【対象】

北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、新潟県、
石川県、福井県、静岡県、京都府、島根県、愛媛県、
佐賀県、鹿児島県
【応援内容】

①原子力防災資機材の提供
②職員の派遣 
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㋒九州・山口 9県災害時応援協定
（平成 23年 10月 31日）

【対象】

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県、山口県
【応援内容】

①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③避難施設及び住宅の提供
④緊急輸送路及び輸送手段の確保
⑤医療支援
⑥その他応援のため必要な事項

㋒関西広域連合と九州地方知事会との災害時の
相互応援に関する協定（平成 23年 10月 31日）

【対象】

関西広域連合（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌
山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸
市）、九州地方知事会（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本
県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県）
【応援内容】

①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③避難施設及び住宅の提供
④緊急輸送路及び輸送手段の確保
⑤医療支援
⑥その他応援のため必要な事項

㋐

㋑中国 5県災害等発生時の広域支援に関する協定
（平成 24年 3月 1日）

【対象】

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
【応援内容】

①食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資
機材の提供

②被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要
な物資及び資機材の提供

③避難、救援、消火、救急活動等に必要な車両、舟艇及
び航空機の派遣及びあっ旋並びに資機材の提供

④医療、救援、応急復旧等に必要な医療職、技術職、技
能職等の職員の派遣

⑤避難者を受け入れるための施設の提供
⑥前各号に定めるもののほか特に要請のあった事項

㋓

㋓全国都道府県における災害時等の広域
応援に関する協定（平成 24年 5月 18日）

【応援内容】

①人的支援及び斡旋
②物的支援及び斡旋
③施設又は業務の提供及び斡旋
④その他特に要請のあったもの



8．冷却告示の対象である 
1号機に係る対応 
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